
 

 

 

 

 

 

 

令和５年 
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令和５年伊豆の国市教育委員会４月定例会 

 

開会年月日  令和５年４月24日（月） 午後３時00分～午後４時47分 

場   所  あやめ会館２階会議室 

日   程 

１ 冒 頭（学校教育課長） 

２ 開 会（教育長） 

３ 会議録署名委員の決定（教育長） 

４ 会期の決定（学校教育課長） 

５ ３月定例会会議録の承認（学校教育課長） 

６ 教育長報告（教育長） 

７ 議事日程（議事進行：教育長） 

日程第 1 報告第17号 伊豆の国市決裁印登録規程の一部を改正する訓令の制定につい

て 

日程第 2 報告第18号 伊豆の国市保育所等環境改善事業費補助金要綱の一部改正につ

いて 

日程第 3 報告第19号 伊豆の国市家庭的保育事業等指導監査実施要綱の制定について 

日程第 4 報告第20号 伊豆の国市スポーツ推進計画策定委員会設置要綱の一部改正に

ついて 

日程第 5 報告第21号 要保護児童生徒の就学援助資格の新規認定について 

日程第 6 議案第19号 伊豆の国市スポーツ施設の設置、管理及び使用料に関する条例

施行規則の一部を改正する規則の制定について 

日程第 7 議案第20号 伊豆の国市社会教育委員の委嘱について 

日程第 8 議案第21号 伊豆の国市地域学校協働活動推進員の委嘱について 

日程第 9 議案第22号 伊豆の国市就学支援委員の委嘱について 

日程第10 議案第23号 伊豆の国市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について 

日程第11 議案第24号 伊豆の国市学校評議員及び幼稚園評議員の委嘱について 

日程第12 議案第25号 伊豆の国市文化財保護審議会委員の委嘱について 

日程第13 議案第26号 準要保護児童生徒の就学援助資格の新規認定について 

８ 閉 会（教育長） 

出 席 者  教育委員会 教育長       増 田 貴 史 雄 

            同   委 員       相 原 昇 明 

            同   委 員       岩 田 幸 晴 

            同   委 員       小 池 陽 子 

            同   委 員       清 水 照 子  



 

 

          説明に出席した者の職氏名 

  教育部長          佐 藤 政 志 

  教育施設整備課長      室 野 弘 毅 

生涯学習課長        山 本 浩 之 

  文化財課長         工 藤 雄一郎 

  幼児教育課長        平 井  良 忠  

  学校教育課統括監      内 田 繁 樹 

  学校教育課教育支援監    濵 田 晃 治  

          会議に出席した事務局の職氏名 

学校教育課長         植 松 正 輝 

教育総務係長        土 屋 尚 子  

学校教育課教育総務係    川 口 真由美 

９ その他（進行：学校教育課長） 

① 小・中学校の児童・生徒の問題行動について 

② 次回以降の定例教育委員会の開催について 

 

■植松学校教育課長 

こんにちは。本日は、お忙しい中、ご出席いただき、ありがとうございます。 

開会に先立ちまして、増田教育長より、皆さまにごあいさつ申し上げます。 

■増田教育長 

＜略＞ 

■増田教育長 

本日は、４名出席しておりますので、委員会は成立しております。 

ただいまより、令和５年教育委員会４月定例会を開催いたします。本日の会議

録に署名する委員は、岩田委員と清水委員にお願いいたします。 

■植松学校教育課長 

  本日の議事日程は、お手元に配付したとおりでございます。 

会期につきましては、本日４月24日、１日のみということで処理をしたいと思

いますが、いかがでしょうか。 

■委員一同   

（異議なし） 

 



 

 

■植松学校教育課長 

ありがとうございます。本日１日だけということでお願いします。 

次に、先月行いました教育委員会３月定例会開催分の会議録の報告と承認の件

に入ります。 

会議録の写しを配付してございます。実施日、出席者、議案の案件、議決内容、

署名等の会議内容を記載してございます。こちらについては、見ていただき承認

されたということで処理をさせていただきますが、いかがでしょうか。 

■委員一同 

（異議なし） 

■植松学校教育課長 

  ありがとうございます。ここで、教育長から報告事項を申し上げます。 

■増田教育長 

＜略＞ 

■植松学校教育課長 

この後、議事に入りますが、ここからの進行は、増田教育長にお願いいたし

ます。 

■増田教育長 

  それでは、本日の議事日程に入ります。 

  日程第１ 報告第17号「伊豆の国市決裁印登録規程の一部を改正する訓令の

制定について」の説明をお願いします。 

■植松学校教育課長 

学校教育課植松です。報告第17号「伊豆の国市決裁印登録規程の一部を改正す

る訓令の制定について」説明します。 

資料１ページをお願いします。 

こちらは市の訓令改正に伴い、教育委員会の訓令も並列して一部改正になりま

す。改正にあたり令和５年度に組織改正が行われました。これにより事務規定の

見直しがされ、決裁印の登録に掛かる分掌事務が、総務課長から行政経営課長に

変更になりました。他、様式を変更することになりました。 

資料２ページを見てください。行政経営課長に変わったということと、様式が

日本工業規格であったものを日本産業規格に改めたものになります。説明は以上

です。 



 

 

■増田教育長 

  説明が終わりました。何かご質問はございますか。 

■増田教育長 

続きまして、日程第2 報告第18号「伊豆の国市保育所等環境改善事業費補

助金要綱の一部改正について」の説明をお願いします。 

■平井幼児教育課長 

幼児教育課平井です。報告第18号「伊豆の国市保育所等環境改善事業費補助金

要綱の一部改正について」説明します。 

５ページの新旧対照表をご覧ください。この補助金交付要綱は、保育所等の安

全確保、保育士の業務効率化を目的に、市内の私立保育所、こども園等に対する

補助するものです。 

改正内容は、３条の補助対象事業の内容の改正及び追加となります。順に説明

します。 

（１）の安全対策事業ですが、国示す事業実施要綱に基づき、「午睡中の事故防

止対策に必要な機器の購入等を行う事業」と具体的な内容に改正いたしました。 

（２）の保育環境向上事業は、フローリング貼、カーペット敷等の設備の設置や

改修。老朽化した備品の購入をする事業を新たに追加いたしました。 

旧の（２）を（３）へ改正し、ＩＣＴ化を行うためのシステム導入事業と具体

的な内容に改正いたしました。以下、今回の改正に伴い様式等の変更をしており

ます。説明は以上です。 

■増田教育長 

  説明が終わりました。何かご質問はございますか。 

■増田教育長 

続きまして、日程第3 報告第19号「伊豆の国市家庭的保育事業等指導監査

実施要綱の制定について」の説明をお願いします。 

■平井幼児教育課長 

続きまして、幼児教育課平井です。報告第19号「伊豆の国市家庭的保育事業等

指導監査実施要綱の制定について」です。 

資料１ページをご覧ください。この要綱は、家庭的保育事業等を行う事業者に

対し、市が実施する指導監査に必要な事項を定めたものです。具体的に申します

と、19人以下の小規模保育所が対象となります。指導監査は昨年も実施しており



 

 

ましたが、指導監査要綱が制定されておらず、ここで指導監査の回数や範囲、実

施方法等を明確にし、要綱にて規程いたしました。市で対象となる保育所は２園

となります。こちらで指導監査実施について、指導監査の結果通知、改善事項、

指導事項等について取り決めたものでございます。説明は以上です。 

■増田教育長 

  説明が終わりました。何かご質問はございますか。 

■増田教育長 

市内の２園に対してということですね。 

■平井幼児教育課長 

はい。そらいろ保育園とクオレ保育園です。 

■増田教育長 

続きまして、日程第4 報告第20号「伊豆の国市スポーツ推進計画策定委員

会設置要綱の一部改正について」の説明をお願いします。 

■山本生涯学習課長 

生涯学習課山本です。報告第20号「伊豆の国市スポーツ推進計画策定委員会設

置要綱の一部改正について」説明します。 

当委員会はスポーツ基本法第10条第１項の規定に基づき、本市におけるスポー

ツに係る施策を総合的かつ計画的に推進する伊豆の国市スポーツ推進計画を策定

するために設置するものです。 

５ページの新旧対照表をご覧ください。主な変更点について説明いたします。 

まず、要項の名称について、従来は策定委員会でしたが、計画策定後に計画推

進にも関わっていただきたく、策定・推進委員会設置要綱と改めました。  

第１条、第２条についても、これまで「策定する」のみだったところに、「及

び推進する」との文言を追加しました。 

また、第３条において 組織の定員を10名から15名に変更しました。こちらに

ついては、部活動の地域化による地域の受け皿となるクラブチームや民間事業、

指定管理者等より幅広く意見を伺うため定数を増としました。 

資料６ページをご覧ください。第７条においては、個別的また専門的案件に対

応するためプロジェクトチームの設置に関する要綱を定めています。こちらは主

に部活動の地域化への対応や、施設の減免制度など色々な課題がありますので、 



 

 

そのような個別案件について意見を伺うためのチームを設け、検討して行こうと

いう内容になります。説明は以上です。 

■増田教育長 

  説明が終わりました。何かご質問はございますか。 

■増田教育長 

本市はまだ策定されていなかったということですね。 

■山本生涯学習課長 

まだ策定されていませんでしたので今年度、策定に着手いたします。 

■増田教育長 

中学生にとっても、地域の受け皿充実の面においても、推進計画が基礎になっ

て市内のスポーツ振興が図られると良いと思っています。 

■増田教育長 

続きまして、日程第5 報告第21号「要保護児童生徒の就学援助資格の新規

認定について」の説明をお願いします。 

■植松学校教育課長 

＜略＞ 

■増田教育長 

続きまして、日程第6 議案第19号「伊豆の国市スポーツ施設の設置、管理

及び使用料に関する条例施行規則の一部を改正する規則の制定について」の説

明をお願いします。 

■山本生涯学習課長 

生涯学習課山本です。議案第19号「伊豆の国市スポーツ施設の設置、管理及び

使用料に関する条例施行規則の一部を改正する規則の制定について」説明します。 

昨年10月定例教育委員会で報告させていただきましたが、神島グラウンドが、

川まちづくり事業に活用されるに当たりスポーツ施設の条例から除外させていた

だきました。今回は、条例施行規則に神島グラウンドも記載が確認されたため、

これを削除するものです。 

２ページの新旧対照表をご覧ください。第４条第２項の表中及び別表１、２か

ら神島グラウンドの名称を削除いたします。 

■増田教育長 

  説明が終わりました。何かご質問はございますか。 



 

 

■増田教育長 

  よろしいですか。それではお諮りします。議案第19号「伊豆の国市スポーツ

施設の設置、管理及び使用料に関する条例施行規則の一部を改正する規則の制

定について」は承認でよろしいでしょうか。 

■委員一同 

 （異議なし） 

■増田教育長 

  議案第19号「伊豆の国市スポーツ施設の設置、管理及び使用料に関する条例

施行規則の一部を改正する規則の制定について」は承認されました。 

続きまして、日程第7 議案第20号「伊豆の国市社会教育委員の委嘱につい

て」の説明をお願いします。 

■山本生涯学習課長 

議案第20号「伊豆の国市社会教育委員の委嘱について」説明します。 

社会教育委員は社会教育法に定められ、社会教育に関する諸計画の立案や社会

教育に関する意見を述べることができます。 

資料の２ページをご覧ください。今回３名の方が退任されています。 

資料を１ページお戻りください。今回委嘱する委員になります。新任者３名、

再任者９名となり、計12名になります。説明は以上です。 

■増田教育長 

  説明が終わりました。何かご質問はございますか。 

■増田教育長 

12番は長岡南小学校長が充て職ということですが、人物の補足説明等はありま

すか。 

■山本生涯学習課長 

１番の飯田さんはスポーツ協会長ですので、こちらも充て職になります。 

５番の鈴木さんは以前、社会教育委員もやっていただいていたのですが、お仕事

を辞められて、お手隙になったということで、またお願いすることとなりました。

以上です。 

■増田教育長 

  よろしいですか。それではお諮りします。議案第20号「伊豆の国市社会教育

委員の委嘱について」は承認でよろしいでしょうか。 



 

 

■委員一同 

 （異議なし） 

■増田教育長 

  議案第20号「伊豆の国市社会教育委員の委嘱について」は承認されました。 

続きまして、日程第8 議案第21号「伊豆の国市地域学校協働活動推進員の

委嘱について」の説明をお願いします。 

■山本生涯学習課長 

生涯学習課山本です。議案第21号「伊豆の国市地域学校協働活動推進員の委嘱

について」説明します。 

地域学校協働活動推進員は、地域学校協働活動に関する事項につき、教育委員

会の施策に協力して地域住民等と、学校との間の情報の共有を図るとともに、地

域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言、その他の援助を行います。 

１ページをご覧ください。今回令和５年３月31日をもって任期満了となること

から継続又は新規に任命いたします。 

退任者５名、新任者４名、再任者12名となります。合計16名をもって令和５年

度はスタートさせていただきたいと考えています。以上です。 

■増田教育長 

  説明が終わりました。何かご質問はございますか。 

■小池委員 

退任される方々は、石垣さんを除いて皆さん韮山小学区の方達でしょうか。 

■山本生涯学習課長 

はい。そのようになります。 

■小池委員 

このような交代の仕方で、他に何名か韮山小学区の方は残ってらっしゃるので

すか。 

■山本生涯学習課長 

現在、韮山小学区については推進委員が不在の状態になっていますので、当面

事務局で運営委員会等を回していこうと考えています。 

■小池委員 

推進委員がいなくなってしまったということですか。 

 



 

 

■山本生涯学習課長 

そうです。韮山小学区については今、担当推進委員がいません。ただ、会議の

時にはリーダーとなる内山推進委員、山本推進委員に来ていただいて、話をして

いただくようなかたちとなります。 

■小池委員 

滞りなく引継ぎができるのか心配ですが。 

■増田教育長 

いつまでも、このままの状況ではいられないでしょうから。 

■山本生涯学習課長 

はい、勿論こちらもそのように考えていますので、地元の方を是非探していこ

うと考えています。ただ、やはりここ数年、地域学校協働活動を実際に進めてみ

て分かったことがあります。やはり地域に在住の方でないと、中々この活動を纏

めるのが難しいなということも分かってきましたので、無理に他の地域から引っ

張ってくるようなことはあまり良くないと考えています。そこを調整しながら地

元の方を探していくというような対応をして行きたいと考えています。 

■相原委員 

これは、任期は２年ですか。 

■山本生涯学習課長 

２年になります。 

■増田教育長 

先程の、両輪になる、地域学校協働活動の推進委員の方達ですので。随時補充

をして２年の適任の方がいれば、その都度任命していくという考え方で良いです

よね。 

■山本生涯学習課長 

はい。任期丁度ということでなく、年度途中であっても適任の方がいれば、随

時委嘱の手続きを進めさせていただきたいと考えています。 

■相原委員 

これ、定員は現状16名ですか。 

 

 

 



 

 

■山本生涯学習課長 

定員について、推進委員の設置要綱の中には、各学校２名程度ということに

していますので、特に何名以内というような定めはありません。そこは弾力的

に運営をさせていただいています。 

■増田教育長 

随時補充の選出を考えるという事でよろしいでしょうか。 

■増田教育長 

  よろしいですか。それではお諮りします。議案第21号「伊豆の国市地域学校

協働活動推進員の委嘱について」は承認でよろしいでしょうか。 

■委員一同 

 （異議なし） 

■増田教育長 

  議案第21号「伊豆の国市地域学校協働活動推進員の委嘱について」は承認さ

れました。 

続きまして、日程第9 議案第22号「伊豆の国市就学支援委員の委嘱につい

て」の説明をお願いします。 

■濵田教育支援監 

学校教育課濵田です。議案第22号「伊豆の国市就学支援委員の委嘱について」

説明します。 

伊豆の国市 就学支援委員会条例 第３条第２項の規定に基づき、特別支援学級

に就学を予定している者、又は心身に障害がある者に対し適正な支援を行うため、

就学支援委員会を置くこととなっております。委員は15名以内で組織され、医師、

特別支援に関する学校関係者、関係機関の職員、学識経験を有する者、その他教

育委員会が必要と認める者となっております。 

令和５年４月30日付で任期満了となるため、新たに任命するものであります。 

資料１ページから就学支援委員の氏名、再任・新任の別を、２ページには、退

任の６名の委員の氏名等を記載しております。委嘱期間は、令和５年５月１日か

ら令和６年４月30日までとなります。説明は以上です。 

■増田教育長 

  説明が終わりました。何かご質問はございますか。 

 



 

 

■増田教育長 

新任の方達の補足説明がありますか。 

■濵田教育支援監 

はい。上から４番目、新任の山地さんは医療機関の交代になっています。 

６番目の、園田さんは中学校代表校長です。その下、牧野さんは小学校代表校

長となっております。そして、井上さんは幼稚園代表園長になっております。下

から３番目の小松さんは障害福祉課からの交代になっています。 

■増田教育長 

  よろしいですか。それではお諮りします。議案第22号「伊豆の国市就学支援

委員の委嘱について」は承認でよろしいでしょうか。 

■委員一同 

 （異議なし） 

■増田教育長 

  議案第22号「伊豆の国市就学支援委員の委嘱について」は承認されました。 

続きまして、日程第10 議案第23号「伊豆の国市いじめ問題対策連絡協議会

委員の委嘱について」の説明をお願いします。 

■濵田教育支援監 

続けて、濵田です。議案第23号「伊豆の国市いじめ問題対策連絡協議会委員の

委嘱について」説明します。 

伊豆の国市いじめ問題対策連絡協議会条例 第3条の規定に基づき、いじめの防

止等に関係する機関及び団体の連携の推進に関し、必要な事項を協議するととも

に、該当機関及び団体相互の連携調整を図るものとして設置されています。 

委員15名以内で組織され、伊豆の国市立学校、伊豆の国市教育委員会、警察、

児童相談所、法務局や関係機関又は団体に所属する職員から教育委員会が委嘱し

任命するとなっています。委員の任期は２年であり、令和５年３月31日付で委員

が2名退任となるため、新たに任命するものであります。 

資料１ページから委員の氏名、継続、新任の別を。２ページには退任の委員の

氏名等を記載しています。 

委嘱期間は令和５年４月１日から令和６年３月31日までとなっています。説明

は以上です。 

 



 

 

■増田教育長 

  説明が終わりました。何かご質問はございますか。 

■相原委員 

各委員さん選出の基盤を説明していただけると分かり易いかと思います。例え

ば、民生委員さんとか。 

■増田教育長 

議案書には入れられないけども、こういう立場の方ですという補足説明がほし

いということですね。 

■相原委員 

そのようにお願いします。 

■増田教育長 

  よろしいですか。それではお諮りします。議案第23号「伊豆の国市いじめ問

題対策連絡協議会委員の委嘱について」は承認でよろしいでしょうか。 

■委員一同 

 （異議なし） 

■増田教育長 

  議案第23号「伊豆の国市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について」は

承認されました。 

続きまして、日程第11 議案第24号「伊豆の国市学校評議員及び幼稚園評議

員の委嘱について」の説明をお願いします。 

■内田統括監 

学校教育課内田です、よろしくお願いいたします。議案第24号「伊豆の国市学

校評議員及び幼稚園評議員の委嘱について」説明します。 

伊豆の国市学校管理規程 第32条の規定では、校長園長は保護者や地域住民の意

向を反映し、その協力を得ると共に開かれた学校園づくりの推進のため学校園に

評議員を置くこととなっております。 

評議員の役割は、校長園長の求めに応じひとりひとりの責任において学校等の

運営に関し意見を述べることができることとなっております。令和５年３月31日

付けで任期満了となるため各校長園長の推薦により新たに委嘱するものでありま

す。 



 

 

推薦基準はＰＴＡ、地域団体、関係機関の関係者で教育に関する理解及び識見

を有するものとし、当該校の教職員児童生徒教育委員及び、教育委員会事務局職

員を除くこととなっています。 

案として資料１ページから３ページ上段までが、小中学校評議員の氏名等を、

３ページ中段から５ページまでが幼稚園評議員の氏名等を記載しています。 

最初の教育長のお話しにありましたように、今年度から長岡北小学校、韮山南

小学校、大仁北小学校で学校運営協議会制度が導入されました。その３校につき

ましては、先日18日に第１回学校運営協議会が行われました。それによってコミ

ュニティスクールが導入されましたので、この評議員のメンバーには入っており

ません。説明は以上です。 

■増田教育長 

  説明が終わりました。何かご質問はございますか。 

■増田教育長 

この評議員の制度が、学校運営協議会の制度に代替えしていくという流れにな

ろうかと思います。 

■増田教育長 

  よろしいですか。それではお諮りします。議案第24号「伊豆の国市学校評議

員及び幼稚園評議員の委嘱について」は承認でよろしいでしょうか。 

■委員一同 

 （異議なし） 

■増田教育長 

  議案第24号「伊豆の国市学校評議員及び幼稚園評議員の委嘱について」は承

認されました。 

続きまして、日程第12 議案第25号「伊豆の国市文化財保護審議会委員の委

嘱について」の説明をお願いします。 

■工藤文化財課長 

文化財課の工藤です。議案第25号「伊豆の国市文化財保護審議会委員の委嘱に

ついて」説明します。 

伊豆の国市文化財保護条例 46条に規定に基づき伊豆の国市文化財保護審議会委

員を委嘱します。 



 

 

２ページ３ページをご覧ください。伊豆の国市文化財保護審議会の委員が、令

和５年３月31日で任期満了となりましたので、継続または新たに任命をするとこ

ろであります。 

以下４名の委員で構成をされています。このうち４の望月保宏委員は考古学が

専門ですけれども、この望月委員が新しく任命されるということとなります。 

退任の委員が１名ございまして、笹原芳郎委員です。こちらの方が退任されま

すので、代わって望月委員を任命するところでございます。以上です。 

■増田教育長 

  説明が終わりました。何かご質問はございますか。 

■増田教育長 

  よろしいですか。それではお諮りします。議案第25号「伊豆の国市文化財保

護審議会委員の委嘱について」は承認でよろしいでしょうか。 

■委員一同 

 （異議なし） 

■増田教育長 

  議案第25号「伊豆の国市文化財保護審議会委員の委嘱について」は承認され

ました。 

続きまして、日程第13 議案第26号「準要保護児童生徒の就学援助資格の新

規認定について」の説明を１世帯ずつお願いします。 

■植松学校教育課長 

＜略＞ 

□質疑 

 ＜略＞ 

■増田教育長 

議案第26号「準要保護児童生徒の就学援助資格の新規認定について」は８世帯

承認、３世帯却下されました。 

これで、本日予定されました付議事項につきましては、すべて終了しました。 

ここで、４月定例会を閉会といたします。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年５月  日 

 

           署名委員               ○印 

 

 

署名委員               ○印 

 

 


